
くr般研突＞』

養護過程における児童の人格形成上の課題田　　”

r直雛鱒即専離榊摂て驚夢2｝出．、、…

r研究第9’部 吉訳菟テ噸』1本漆、、、
』．湾』・ロー棒．テ尾福』 ．馬』　『1雄』

中』　
・一

，郎真、川』．西1・康　裕

．1、 直接処遇職員の専門職化にむけて』・

　1960年曽1970年にかけてi』．「社会福祉士法制定案」が

論議された力紅・197Q年5月にその案をま撤回されだ。　 とく

に現業にある職員からの反灯の声も 多か6た6 ，いわば1－r

福祉労働者を分断する意味でデ｝種，・二種という等級が

あるとか，専門職化するこ とは保守的で外福祉労働諭を

阻害するもりであるというまうな風潮のもとで・．ア時ぽ

専門聯り確立爾たあり資格条件を云 タす為ことすら・、さ

けていたほどであづ顕oン ’β ．1 』r㌧1 ．じrl，liil、』、 』、1

1i専門職化する藍契零・，科学悔嘩肇付嫡昏劃些牽格条件

禦満準している真≧・、肇成訓辣の体糸化痢～はゆる胞ズ齢

るこ煮，，歩当面の課翠で昂る？ レてみ胞ばザ要閃職とレ

ズの処遇聯章揖モ肇の曄いというか，！濃警≧避う力醜・効

皐的な処渾を畢磐す奇ことが第一であるg．．その勅果餉零

応の成果は，労働条件を自ら高め，徐如4改善の方向を

生み準して恥くもので南るといえよラマ、 』7．・己〉

　ときに臨社会福祉施設の職員に専門教育嫁不鄭多

るという声があったり，福祉専壌外の嘩県の寿堺入撰者

の処渾効果酢期待がもで蚤≧いう輝談管理考り訴えに近

》’声を恥する・
∵、、・ 二・、ど、∴），、 f

　r方で医臨心理割定員， rS．！£，二・皐伊爵う虞鰯働の

場に働く職員の声には・専門性醜ヤ塵嬰』珂力簿門

なりか」．わからなレ＞。磯笏、で7鐸階儀く瓶う募寮ちであ

る・仕寮の内容か栃之ば謝締賄鋤囎ぎ』をして

いるのにと自負していながらも，びげ目嚢感 亭丁いる思

》をレてい1る者もいるo

道塾ら⑳状況下陛あ？て，1専門膿化『の努卑≧薫伶襲

付けとしての専門性ξ鴫・わ匙る築質を開らかにす蚤こと

、1こ、童味ヵ～多為 と思料される。

　中央社会福祉審議会において，改980年に4．回もたれた

証会福祉関係職員φ資格商題懇話会では，牡会福祉従凄

職員の資格蘭題にづVく宅「将来を展望し》づり実効性めあ

る措置を講じ七“ぐ必婁性∫・を強調むせ♪』従来め資格認

定購習のあり方ド現任研修め強化1ず施設め管理指舞職員

め班修体制の行政匿まる墾傭の必要性な麿あ労向性を打

出し七いるわ い “『赤克∵㌃ 　　　　　乙㌧1』、’∫ ＝

、さぎにく1蜘翁軸謙鰯紐会黍鰍報駅
表とする薪究者たちは，社会福祉施設のサービスの質を

高めるための基本的条件として，施設長および基幹とな

る処遇蕨員ああ鋭芳讐拝薩奢謎捷田1ε麗婆・望1笹6中

で，次のように述べている。　　　7弓（♪＝才’ll

　その一つは，社会福祉についての哲学，理念を体得し

ていること，その二つには，
科学的専甫蒔徳識を専由技

術を身につけてVガること鵜そ璽……に壱涛　十分な災習割1練

を受けて恥る ζとをあげて裂任用資格の明確化とゴi福祉

専門教育履習者を優先的に配置する虹 とを要望している

のであるさ しその背景には欝それにたるだけめ福祉専門教

育の充実及び現任訓練4）マろテムの強化を砥がお＝古の

重要性を， ．暗々裡に促1じて距る巡のと考え られるぴく㌧孝

1』ところ力秘現状では；1福祉施設職風’1直接処遇職員め

背景は，専門教育やその養成機関を繹ていない者が多

くジ r職員の資質の向上メその確保が適切になされる．ごと

が急務と、もいわれて》・る5加えて詣現任研修め体系もな

ぐ． 現に養成課程から竜5児童揖導員“生活指導員鉾攣

母などは脱落している。児童福祉施設の保母1め養成に関

・しては，』十分とはいえないまでも諮従来か・ら整らては》・

』るが， その内容にPいては問題が残されるる：どぐに将来

を展望し蜘と きに“施設の機能の問いなおし、力豊求夢お』

れジ果しで従来のガリキ ユラ仏でよいか否か添聞勢れな㌔

ければならない6加えて人口構造爾変化ド生活観り変化・ 1
等眺とづく勘ゆ多様依こ煉1猛職員碑嘩、。
の課題は∫・ より きびしく見直していくこ乏が埠ら簸匿蔑き刃
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る時期にあるのが現状である。

　第9部では，既に昭和55年度よりこの課題を手がけ，

研究員全員（吉沢，橋本，福島，滝口，中，川西）で研

究協議及び・施設職員に対する専門性の内容や，意識調

査を試み結果分析を行ってきた。　「専門職制度をめぐる

諸批判分析」　r養護施設及び教護院における生活指導内

容の差異」　「生活援助にかカ・わる専門1生とは」　「生活過

程のとらえ方と養護のポイ ソト」r養護の専門性を規定

するものは何か」「保母という職種の評価一他の職種か

らみて一」　「保育の専門性」　「養護課程に内在している

特性とは」　「賃金体系からみた保母，指導員の位置』と

いうテーマのもとに・研究員がそれぞれ発題者となり，

既存の諸資料にもとづき，協議を重ね（きた。率直にい

って未だ明確な・そして科学的に襲付けのできる専門性

の中味の指摘は，困難である。その研究協議過程をふま

えて今回は・橋本泰子が独自の見解をふくめ研究過程上

の56年度のまとめにあたったわけである。

　なお，57年度は，従来の現任研修カリキ岳ラムの内容

の分析を試みたなかで，研修システムの手がかりと，よ

り専門性の具体的内容にふれていきたいと思っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　（吉沢英子）

豆　養護施設における直接処遇職員の専門

　　性について

1　はじめに

　養護施設は，　「乳児を除いて診保護者のない児童，虐

待されている児童その他環麗上養護を要する児童を入所

させて，これを養護することを目的とする施設」（児童

福祉法第41条〉である。養護施設における直接処遇職員

の専門性を論ずるにあたり，ことさらに養護施設の目的

をあげたのは・その設置目的の原点に立ち返って職務内

容にかかる専門性を考えるべきではないかと思うからで

ある。

　社会福祉実践にたずさわる職員の専門職制について，

あるいは職務の専門性について，今までも盛んに論議さ

れてきたが，このなかで，養護施設職員の専門職制や専

門性についても熱心な研究・討議が行われてきた。ただ

し，これらの論議の多くのものは，それぞれの年代の社

会的背景を反映して・専門職として社会的位置づけを獲

得するための諭議であったり，養護を要する児童の多様

化，問題化傾向の中での治療や指導性を強調する研究で

あったと言っても過言ではないであろう。もち論，養護

施設入所児童に対する処遇の質を高めるためには，その

専門性を高めるテコ・として専門職制を確立することは重

要な要素であるし，今後もその実現への努力を続けなけ

ればならない課題である。また，児童をとりまく社会的

生活環境が一層悪化，不安定化する中で，社会的病理現

象としての家庭崩壊はますます進行する傾向にあること

等から，要養護児童にも高度の生活治療・生活訓練等を

要する者がふえていることも疑いのない泰実である。専

門職制度への努力や問題性の高い養護児童への研究的ア

プローチや専門的養護実践に対しては，高い評価が与え

られるべきである。

　ただし，養護施設職員の専門性を論ずるとぎ，以上の

ような点にとらわれすぎたあまり，養護施設本来の固有

の機能である“環境上養護を要する児童を入所させて養

護する”という家庭代替機能に対する研究や論議が後ま

わしにされていたように思われる。この“誰でもできそ

うにみえる”いわば専門性の低いようにみえる家庭代替

機能に対する専門性への着目なしには，養護施設の専門

性論議は片手落ちのように考えられる。そのため，養護

施設の機能の基本に立ちかえって，養護施設職員に専門

性が要求されるのか，専門性に対する一般的な評価が低

いのはなぜなのか，さらに専門性を高めるためにはどう

したらよいのか等について論じてみたい。

　なお，ここでいう直接処遇職員とは，養護施設に配置

されなけれぱならない職員一施設長，児童指導員，保

母，職業指導員（職業補轟設備を有する施設の場合），栄

養士，礁務員，調理貞，用務員，嘱託医一のうちの児

童指導員と保母のこととしたい。入所児童の処遇に直接

かかわる児童指導員と保母の職務内容の違いは，各々の

施設の運営の理念や職員構成などによって異なるが，参

考までに一般的な職務内容をあげれば表1のとおりであ

るo

　ところで，養護施設における養護の目標は次のとおり

と考える。

　（1）生存と生活の保障

　　食蛮，睡眠，住まい，衣服などの基本的生活維持

　　はもちろんのこと・生活のすべての都面において．

　　安定した快適な条件をつくること。

　（2）成長発達の保障

　　心理的に物的に適正な生活環魔のなかで，心身の

　　健やかな成長発達をめざすこと。

　（3）幸福遠求の保障

　　豊かな愛情に支えられた，安定感と充足感にみち

　　た生活を保障し，さらに主体的に，積極的に人生を

　　創造していく生活を保障すること。

　以上の目標を集団としての高まりの中で個別に保障し

ていきたいo
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r表1』 指導員乳保母り聯跨内容＝．

職－r種 職務 内容・

児童指導員 1．施設長を補佐し亡施設運営方針め決
定に参画し他め職員に周知徹底β

．2』年間め指導過程1行癖計画1、職務分
．．担・指導技術の調査研究等伶大綱の
立案

3旭当児童O生活指導にづいての年
間，週間ま たは日々の具体的な実施
計画の立案1

4，運動会， 向窓会， 各種記念行恋等の・
、…建施　　」 　　　　　－．

5．・通学児童の予習・復習の指導，勤労
意欲のかん養， 職業知識の啓蒙

6，児童の保護者，学校，保護受託者，
職業補導所等との連絡調整

r7，退所児童㊨毒後補導V

8．事故防止のための施設内外の巡視，・
非常災害時り児童の救出＄よび事故
処理

9．　児童の移送』　弓1取り』 無断外出児の
捜査等，問題児に対する指導 （ケー

ス・ワーク等）

保 　． 母 1．児童指導員の立案計画による生活指
導について具体案の作成及びこれに
基づく指導

2．児童の被服の着脱，選定，修理，1寒
暖に対する調整

3．食事のと1り方，入浴，寝具の始末，
戸障子の開閉等の社会的訓練

’4』健康管理，清掃等の保健指導1

5．通学児童の予習，復習，学校との速
「，

己絡調整』』

「6」 1運動， 」音楽，　研究製作等の凝織的ゴ　

系統的な指導

名 公共に対する奉仕1協調心の払ん養

8．、夜尿児1病弱児等め処理，問題児k
対する指導（ケース・ ワーク等）

　　　　一　、　　　『
．1 の他児童の生活全般

資料「社会福祉職員専門職化への道」、中央社会蛮業審

　、 議会　 S46．12．20

2　専門性と専門職

　職業奪駒ける専門性とは，そ爾麟務内容を他の職業と

区別するものセあるという。すなわち，他人の真似るこ

と、gでき豫い職務内容≧いう尋と照なるσまた別の豪現

をすれば，職務の本質および内容に関ナる理論・技術上

の専門申特悔と》えよう6！つまり専門性礁聯滲内容の間

摩あるとい麹てい為茜拠検て肺騨騨の
．制度上の問題であるとい麹る・1乳た：
　専門性と専門職の開僻零， 専門性蛙専噂聯制を支える

柱であり，専門性のない職業を専門職と認めることはで．

ぎな軌魁 専門職に専門塵岸㌧｝く？かの社会帥要件が付

加昏池驚 もΦと㌧悦よう．9
1、。

　専門職（P写ofgssi叫）艦園する庫義階轄深のぶうなも

のがある。

（1）lqqe雌eyMme寓sq葬の定義3，

　 1ブ戸マ亀ッマ1ヨ、ソはジ 主観的にも客観的に電相応Q

　職業上の地位を認められ）一定の研究領域を持ち・専

　門的な訓練と教育を経て多 固有の職務を行う，・1比咬的

　地位尊高い，非肉体労働に属する職業を言亘ウ’

　　専門職の公約数的な特徴 、、F ・・ ．・ ．』

　①専門職に理論に蕃づい丸技術をもつφ』γ

　②そめ技術を得るにに訓練と教育が必要矯ある。－ 芝

　③専門職となぞには艶ストを容スレて能力を示さ豫

　　ければならないぴ r、一㌧

　④行動綱領を守ることで統白性が維持される。．

　⑤　そのサービスは公衆の福祉につらなる6

　⑥　その職が組織化されているる’

（2）アーネスト・グリソウッドの基準3｝

　① 体系的理論に襲づけられた職種であるか5一

　② ．専門的権威を持らで〔・る西も　r：．
＝

．、．．

　③　 虫．ミ 出ニテイが権威を承認しているか。 き

』④’倫理綱領，規定があるか。・

　⑥　専門的カルチ」ア溶あるかb ”　、『 乍、1r、、

（3）一田中未来の定義0・

　① 公共性め高いしごと

　②人間にかかわるしごと

ド③』高度の専門的知識および技術を要するしピと二

　④独官の理論的体系をもつしごと’∵…』 …　』』

∴⑤兜許また曝蚕格を要するしごど 1 ボ1’c＝：・・

　⑥　主体性（自由裁症権ンをもらしごとC 』・』イ

』⑦・倫麟岡領をもつしごと・　．』・　　　　 　”♪　　・1

　③ 社会的評価が高いしごと

　養護施設の児童指遂員及び保母の職務は5当然専門性

が求められようが，専閂職奪つ、1ては声だ相当の聞零が

ありそうに思われる。

　なお専門職と専門家の閑係について付言す詐ば，専門

縢専門家のうち・前掲め鮒娯範た者機うこと

に泌であろう・コソ亀一タr獅練行讐のダ・
ットも専門家（スペシマリスド）懸あるが， 専門職では

ない・　　　．』』
、．

＼．r 　＼
3直接繍1榊門性＼／

（1）酵処繍負鞭騨＼
一． △／

　児童指導員や保母とい遡墾が専門職準gうるかどう
かを，’ 掲の田中未来氏の定義と対照してみたのが図1
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である。すなわち，児童指導員や保母と一般的専門職の

概念とを比較対照したものではあるが、社会福祉従事者

を専門職と雷っても差し支えないであろう。

　なお図1における専門職度の評価は客観的なスケール

によるものではなく，私自身の常識的というよりむしろ

独善的尺度で評価したもφである。評価に科学性が低い

というそしりほあまんじて受けざるを得ないo

　歯1によれば，高い評価がみられるめは，

　①公共性が高いこと

　②人間にかかわるしごと

　⑥　主体性（自由裁量権）をもつしごと

以上のとおりであり，低い評価になったのは

　③ 高度の専門知識および技術を要するしごと

　④　独自の理論的体系をもつしごと

　⑤免許または資格をもつしごと

　⑦倫理綱領をもつしごと

　⑧社会的評価の高いしごと

である。

　これを少し分析してみると，高い評価となった項目は

いずれも仕事自体の属性である。そして逆に低い評価と

なった項目は，知識・技術，理論的体系など深く専門性

とかかわる要素であり，倫理綱領という，職能全体の努

力，理念・意識にかかわる要素である。また，この職種

の専門性に対する社会一般の認識・評価の低さが，資格

取得にあたって比較的容易なものとなっているように思

われる。

　こうして検討してみると，児童指導員や保母のみなら

ず，23種にわたるという5》社会福祉従礁者の大方の職種

にっいては，厳密な意味で専門職制を論じるならば，ま

だその道のりは相当に逮いように思われる。しかし，専

門職化することが社会福祉従蛮者の社会的地位を高め，

結果としてよい処遇につながるΦならば，専門性を高め

る努力をする一方、職業倫理を確立するための組織づく

りと倫理綱領づくりに努めなければならないであろう。

　なお，職種に対する社会的評価のあらわれのひとつが

賃金であろうと考え，賃金セソサス（S55年）により保

母と他の職種を比較してみたのが表2である。この保燈

には養護施設等生活施設（収容施設）の保母と保育所の

保母とが一緒に集計されているとはいえ，祇会的評価は

低く，栄養士や幼稚園教諭よりも低くなっている。

　またさらに，すでに専門職として確立している職業

（医師，弁護士等）と指導員・保母の職務遂行上の相違に

ついて比較してみたのが表3であるが，両者の間には，

職業の属性としての大きな相違があることがわかる。従

って，社会福祉従事者の専門性や専門職制を論じると

き，同じ次元で論じるばかりでなく，必要に応じて異っ

た視点から論じることが大切ではないかと考えられる。

（2〉直接処遇職員の職務における専門性の特質

　すでに触れたように，直接処遇職員の専門性に対する

社会的評価は高くない。それは・むしろ当然とも言える

表2　職種別賃金比較表 （単位千円）

職

種

プログラマー（♀）

用務員　（♀）
栄養　士　（♀）

薬剤師（♀）
癒護婦（♀）
准薫護嬬（♀）
幼稚園教諭　（♀）

保　　　母　（♀）

産　業　計
（年齢20～24歳）

欝蓋繍騰
　　［　　　　　1
117，81　　406．6
　　1
114・11　272・1

117．0！　274．3・
、38，3122銑61

　　f
163，11　　　　385。1
　　そ
136．3 　　　342．1

講器1：II
　　l　　　　　l

年齢（20～
24歳）×経
験年数（3
～4年）

きまって支
給する現金
給与額

118．6

工10．7

工20．3

167．4

111：1

・・乳3

115・71

図1　直接処遇職員の専門職度

　，／’　　①
　，　　　　　公

グ懲葎
　　　鯵

、、⑦倫理網領

＼　ヂ
．・　　孕，

　』、

　　、A

　　．霧

　31請
説

③専1『一的知識技術

凡例

爽隷＝直接処遇職員

点線；小中学校激員

プ

鐸㌔1
轟絃
資　　　／’
格ノ／

衷3　直接処遇職員と専門職との職務遂行上の相違

時　　間

場　　面

方　　法

職務遂行
の基盤と
なる知識
技術

直接処遇職員

児童の全生活時間
（一日中）

日常生活の全場面

諸種の方法での処理
広範囲な活動

人間理解と人間関係
の維持に関する巾広
い学問領域の知識・
技術（心理学，社会
学，精神医学，医学，

教育学，法学，社会
福祉等の知識技術）

専　門　職

特定の日時

特定の揚面（生活の
一場面）

特定の方法（知識。
技術）

特定の学問領域にお
ける深い専門的知識
・技術
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吉沢他；』養護過程に蹴げる児童㊨人格形成上の謙題

ことである。他人の真似ることのできない職務内容上ゆ

特質を専門性と．いうのなら ，
社会福祉施設の中でも養護

施設では， 職務内容のすべてが，’） ナ見｝．誰にでもやれそ

うに見えることばがり／だからである。レかしわれ われ

は，この一見，誰にでもできそうな仕寧の中に£元来専

門性が要求されているという認識をも、づているo

二』児壷養護において要求される専門性とにどう いう1もの

か少し く分析してみたし
・d慌

ζなお，』児童養護におレ》て，，通常の意味での専門性湛強

く要求される生活治療や生活訓練に関レでにここでは省

略し・ （このような面についての専門性の必要性は容易に

紹介しうるごとなので），主と して養護施設のもつ家庭代

替機能についてその専門性を分析してみ魁ミ。 ，・二．

　①専門知識i技徹〉輿践的総合化＝1（統合化）のプヰ

　　セズであること。 r』二己プ　 、㌧、

』他の専門性を要求される職種と，社会福祉従礁者の職

務との最大の相違はヂ仕瑛の内容そのものが人間と のか

かわりのあることである。それゆえに，こ人間と人間の行

動を理解し』一人間を援助するのに必要な饗きるだけ豊富

な知識と技術が必要とされるのである6』通常の職種にお

いて，知識・技術の専門性と賂えば特定の領域における

奥行の深い知識や技術をさすはずであ糞力㍉人関を零象

とする仕泰であるゆえ紀全く違っ瀬知識・技術が要求さ

れるのである6通常の職業におげる知識吃一技術の専門性

が，探さ，ド タテ型の専門性だとすれば，・』福祉職のそれ

は，広さ1ヨコ型の専門性だという こどができよう課児

童指導員や保母にあって は， 心理学，』⊃社・会、学ド精神 躍

学∫’ 小児医学1その他の医学i 1教育学，！ 法学， 住居学，、1

家政学等についての基本的知識・技術をもっていること

のほかにド社会福祉や児童福祉（特に社会資源）に関す

る知識≧∵技術を修得していなければならな炉のである♂

そして人間とかかわ りのある仕婁であるゆえに111人間性

やヒの仕事に対する適性が重要な要繁となるのである。

　さらに重要なことはも蔦匙ら脅知識・技術を，児童養

護の実践の揚面で，必要に応じ七適切に総合化，統合化

蓬繰う返し七いがなければならな“ことセあるぴとの総

合化，統合化の過程においては・人生の知恵や経験が触

蝶の役割を果すことも少なくたい。 谷昌恒氏セま丁教育や

福祉φ仕事撫ど1人生の知恵1り経験から得られる教訓が

大串なものはない」と述ぺているoo

　②人間関係樹立の手段としてめ雑礁 ∴』

　 児壷ボ養育される環魔 とし七最もめぞま1しい環擁が家

庭であることは論をまたない。その最電大きな要索は，

木能的な肉親の愛惰には・ぐくまれ，情緒的な安定めもと

に養育されるごとができるからである。 しかしデ養護施

設に入所す，る児童はト・』残倉本がら尺それを期徳できない

児童ばかワであるolFこんに輩》，ぐ入所がみえるマ方である

といわれる生活治療を要する児童においても同・じこ．とで

ある。　　　　　　　　　・1＝ ゴ・倉r『”r’∵二　、

　したがづてジ』、養護施設瞠おける養護臨』 〈間関係を樹

立す∫る こ・．とから始めらえしなげれぴまな らないσ：・多1くの児童

腺家庭生活の中で傷つき，屈折レ丸生活鰍を数って入

所してrきて、疹b∫、こう．レ匙子ども連の隼活集國Φ中で，

児童と指導員・保母の1対1の信頼関係をマ？くi、り串し，

また児童同士の関係づけを章図 し，さ、らに集図と、してΦ・

ダイナミ・
ッ ぞな関係づくき殖意図するこ．と魎賦庵度

り知識と技術，：三そ蔓て計繭的な配慮が要求さ1紗づ』σ1、．『こく・

riこの関係づげ④手段翁方珠亀して， r見雑瑛と塔池， 二

専門性を高める1のに障書となっているとさえいわれ為掃

除，； 洗濯， 繕いむの，じ配膳等…タの仕事溝活用されるので

ある。1ごれらのいわゆる雑事がひとり・ぴとり：の児童との

かかわりなしに，全くめ雑泰と して処理されれば・、・それ

は無い方が良い仕礁でありづ二．専門性を妨げる仕礁とされ

ても致し方な“であろうポ し添し， これらり諸々Q雑事

は児童と．の人間関係を作るの．に極南て有勘な手段とレてi

活屠できるはずである縛ま1う黒に汚れた靴下をゴ銘ゴ平

　と手酋洗う姿を童図的に彼に見せて保母とじての彼外の1

愛を自然に伝えて眺くどか，、1汐食に遅れ潭高校生の食事

を温め直し，食事をとる彼の側で今日の出来ごとを互い

鷹殆うとか・と瞭麺㌍鱈夢奪，嘆、2騨汚
れた靴下をどんなに丁寧だ洗づだどして裾他砂児童の洗

濯物と共に無言で，　しカ・も彼力～部屋にレ、な㌧｝騰貢こ届セナ塵

　のでは痙レかに洗濯婦礁すぎないが，『疑とつ登と、門つQ場

　を意園白勺に活用す惹た～ウ陛専門性力事要求され1る、の！、で・あ

　為6ぞうし牟計画的な処遇嗜タづて児童の構緒は安定レ・・

　心身の調和のとれだ成長発達が期待されるのであろρ沢レ・

　 また1ニンこ、うした雑泰を適切に処理していぐ姿を児童瞳

見せること，時には共に行ヴごとによづ．て1， ～躾瑛貨．わ

馳，日常生活能力が育てられるのである戸心∵、弾ご憾二

　③集団め中での個別的対応』．、｝』・∫
11

腿く二 さ11』

　人問は誰でも；その人だけの生育歴を電 ちヂ生活歴を

　もっているもφであるが心養護施設に入所する児童の家

　庭環境，家族の人間関係i 生活経験などに1は犬ぎな聴ラ

　つぎがあるものである乙。』．．　 』1『＝：　・ε＝τ・・麗二！r讃二一

　・ごこにもト家庭において母親り誰もが当り前のことと

　して行うている養育との違いが存在する6｝・靴云 ツ、1半呉

　．施設の職負の誰もが， 彼が碧’』11ミ．1’1 二…謀第、 ゴ‘鷹

　　・1ヅどのよ うな人間関係の両親と兄弟の苗酒育づたの’

　、’ 、か、11、一．
・1

1、1』帯 r、、』ゴ11r　l（褒さ徽以弓

　　ピ．両親はどのような価値観をもっ人なのか 』、ギ』r1鍛
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　・　両親はどのような文化性をもつ人なのか

　・　どのような地域社会の，どのような住宅環魔で育

　　ったのか

　・　健康で順調に育ったのか

　・　経済的にはどのような状況の中で育ったのか

　・　地域や学校における交友関係はどうだったのか

　◆　性格や趣味をまどうカ、

　・　今までの人生にどのような大きな出来奈に出会っ

　　ているか

等々のどれも知らないのである。

　児童ひとりひとりにとって，のぞましい適正な養育を

するためには，まず以上のようなことを正確に知り，そ

の事実を的確に分析し・蛮実の中から洞察し，解釈・判

断することによって彼の二一ズを的確に把握したうえで

この二一ズに対する処遇計画がその心身の発達段階に応

じてたてられなけれぱならない，。そして専門的な技術

によって意図的な処遇が実践されなければならないので

ある。。このようなことがひとりひとりの児童に対して

行われるだけでなく，養護施設という集団生活の維持発

展についても同じような計画的・意図的実践がなされな

けれぱならないのである。すなわち，のぞましい集団生

活の甲で，ひとりひとりの児童がのぞましい成長発達を

とげるよう専門的な配慮のもとに養育が行われなければ

ならないのであるo

4　専門性を高めるための課題

（1）　専門教育と現任訓練の充実

　すでに書いたように，養護施設の直接処遇職員には高

度の専門性が期待される職種であるにもかかわらず，そ

の社会的評価は低い。社会的評価が低いのは専門性渉認

められていないためであろう。福祉職における専門性は

特殊な面が多いために理解が得にくいという点もあるが

現状では，児童指導員や保母の専門性が決して高くない

ことが要因の一つであることを認めざるを得ない。

　期待される専門性を発揮して質的に高い養護実践を行

うためには，大学における専門教育を充実するとともに

現任訓練を充実することが緊急の課題である。

　特に保母の養成は2か年の養成課程で行われているこ

と等のためにその専門性は福祉職のなかでも低い位置づ

けとなっている。社会福祉士法の試案においても，児童

指導員等大部分の職種が「ア号社会福祉士」とされたな

かで・保母は「イ号社会福祉士」の位置づけになってい

た。社会福祉業界においてさえその専門性が評価されて

いない現在の保母に，のぞましい児童養護を期待するの

は無理なことであろう。大学課程におけ’る専門教育がの

ぞまれる。

　また，いったん教育機関を修了すると再教育や現任訓

練の機会が乏しい現状であるが，専門職員としての経験

に応じた研修の機会が用意され，刺激が与えられ続ける

必要がある。

（2）蛮例研究を中心とする研修プログラムの作成

　研修の効果を高めるためには，充分な準傭と企画がな

されなければならないが，特に現任訓練にあっては，概

念的，理論的内容を超えて，実践的な演習を中心とする

ブログラムを企画することが必要である。

　具体的な例をあげれば，事例研究を中心とし，ひとつ

の撫例のなかから児童のもつ問題を把握する調査の着眼

点を学ぴ，児童の二一ズを把握する方法と二一ズを充足

する方法を具体的に学ぶよう企画することが必要であ

る。こうしたひとつの尋享例を通じて学んだ方法論を一般

化することによって，毎日の児童とのかかわりの中で次

々と発生してくる問題に臨機応変に対応できるカを身に

つけていく必要がある。

　すなわち，児童養護の過程を礁例を通して自分自身で

一般化し，一般化された養護の方法をもって個別の事例

に応用する力を培っていきたいのである。

5　ま　と　め

　養護施設における直接処遇職員の揚合をとって，養護

施設の機能のひとつである家庭代替機能を中心にその専

門性の必要性を論じてみた。児童のもつ問題が多様化，

複雑化するなか，これらの職員にますます高度の専門性

が期待されているが，実態がついていっていないのが現

実であろう。

　職員の専門性を高め，専門駿として確立させるため

に，教育や研修の機会を充実する一方，職員自身の自主

的な意欲的な努力がのぞまれるところである。

　　　　　　　　　　　　　　　　（橋本泰子）
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